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(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第45期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。 

４．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、第45期は潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。第45期第１四半期連結累計期間及び第46期第１四半期連結累計期間は１株当たり四半期純損

失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

当社グループは、情報通信端末の販売及び修理並びに映像を含む情報通信機器及びシステムの販売・保

守・運用を主な事業としております。 

当社は、三菱電機株式会社より23.2％の出資を受けており、同社の関連会社であります。 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第45期

第１四半期 
連結累計期間

第46期
第１四半期 
連結累計期間

第45期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (百万円) 2,416 2,146 13,666

経常利益(△は損失) (百万円) △62 △173 241

四半期純損失(△) 
又は当期純利益

(百万円) △46 △112 74

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △49 △114 78

純資産額 (百万円) 4,579 4,542 4,709

総資産額 (百万円) 6,941 6,429 8,347

１株当たり 
四半期純損失金額(△) 
又は当期純利益金額

(円) △13.23 △32.18 21.22

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 65.97 70.65 56.42

２ 【事業の内容】
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当第１四半期連結累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

  

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子

会社）が判断したものであります。 

当第１四半期連結累計期間における国内の景気は、東日本大震災の影響により企業活動や個人消費が

低下し、厳しい状況で推移しました。 

当社グループの関連する業界では、情報通信端末事業におきましては、スマートフォンやタブレット

型多機能端末市場が急成長を見せています。情報通信システム事業におきましては、今回の震災や福島

第一原子力発電所事故により多大な被害を受けたことなどから、国民の安心・安全確保を目的とする、

国土全体のインフラ整備がより一層求められます。 

このような状況下、当社グループの売上高は、携帯電話販売における商品供給不足や、情報通信シス

テム事業における大口工事案件の納期延期などにより、前年同期に比べ厳しい経営状況となりました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高21億46百万円（前年同期比11.2％減）、営

業損失１億72百万円（前年同期は営業損失55百万円）、経常損失１億73百万円（前年同期は経常損失62

百万円）、四半期純損失１億12百万円（前年同期は四半期純損失46百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

情報通信端末事業におきましては、携帯電話販売では、スマートフォン人気が高まる一方、震災に

よる商品供給不足などにより、販売台数は前年同期に比べ伸び悩みました。 

この結果、情報通信端末事業での売上高は12億80百万円（前年同期比14.9％減）、営業利益は12百

万円となりました。 

情報通信システム事業におきましては、ＣＣＴＶカメラを用いた各種監視システムやＭＣＡ防災無

線などの従来メニューの拡販に加え、新分野として、空港内車両位置情報システム（ＡＶＰＳ）を納

めました。しかし、震災による材料入荷遅れにより、大口案件の納期を延期することとなりました。

また、開発投資は前年同期に比べ増加しました。 

これらの結果、情報通信システム事業での売上高は８億65百万円（前年同期比4.9％減）、営業損

失は１億84百万円となりました。 

なお、情報通信システム事業における官公庁向けの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期

に完成する割合が大きいため、業績に季節的変動があります。 

  

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありませ

ん。 

  

第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

① 情報通信端末事業

② 情報通信システム事業

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題
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当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発の目的、内容、成果及び研究開発費は次

のとおりであります。 

基板修理に係る改良技術開発に取り組んでおります。情報通信端末事業における研究開発費は11百万

円であります。 

情報通信システム事業におきましては、安心・安全をキーワードとした、顧客ニーズに合致するシス

テム・製品・サービスの提供を拡充すべく、各種情報通信システムの開発に注力しております。これら

の情報通信システム事業における研究開発費は12百万円であります。 

(3) 研究開発活動

 ・情報通信端末事業

 ・情報通信システム事業
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

 
  

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数(株) 
 (平成23年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年８月５日)

上場金融商品取引所名 
又は登録認可金融商品 
取引業協会名

内容

普通株式 3,500,000 3,500,000
大阪証券取引所
市場第二部

単元株式数
1,000株

計 3,500,000 3,500,000 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
  

(百万円)

資本金残高
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成23年４月１日～ 
平成23年６月30日

― 3,500 ― 523 ― 498

(6) 【大株主の状況】
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(注) 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式631株が含まれております。 

  

 
  

該当事項はありません。 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式      1,000

― 単元株式数 1,000株

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,498,000 3,498 単元株式数 1,000株

単元未満株式 普通株式 1,000 ― ―

発行済株式総数 3,500,000 ― ―

総株主の議決権 ― 3,498 ―

② 【自己株式等】

平成23年６月30日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式）
西菱電機株式会社

兵庫県伊丹市藤ノ木
三丁目５番33号

1,000 ― 1,000 0.03

計 ― 1,000 ― 1,000 0.03

２ 【役員の状況】
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（1）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。)に基づいて作成しております。 

（2）当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、従来、千円単位で記

載しておりましたが、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載

することに変更いたしました。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成23年４月

１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日

まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けて

おります。 

  

第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,071 1,523

受取手形及び売掛金 4,193 1,649

商品 472 473

仕掛品 38 179

原材料 91 102

繰延税金資産 145 213

その他 130 112

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 6,142 4,254

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,452 1,448

減価償却累計額 △720 △720

減損損失累計額 △129 △129

建物及び構築物（純額） 602 598

機械装置及び運搬具 982 982

減価償却累計額 △855 △867

減損損失累計額 △1 △1

機械装置及び運搬具（純額） 126 113

工具、器具及び備品 414 433

減価償却累計額 △261 △267

減損損失累計額 △29 △29

工具、器具及び備品（純額） 123 137

土地 673 673

建設仮勘定 11 6

有形固定資産合計 1,537 1,528

無形固定資産 86 78

投資その他の資産

投資有価証券 102 100

前払年金費用 75 74

繰延税金資産 77 78

その他 404 394

貸倒引当金 △79 △79

投資その他の資産合計 581 568

固定資産合計 2,205 2,175

資産合計 8,347 6,429
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,613 1,016

1年内返済予定の長期借入金 12 －

1年内支払予定のリース債務 9 5

未払法人税等 14 5

賞与引当金 204 33

短期解約損失引当金 5 5

その他 654 700

流動負債合計 3,514 1,766

固定負債

リース債務 5 4

退職給付引当金 10 9

資産除去債務 28 28

その他 79 77

固定負債合計 123 120

負債合計 3,637 1,887

純資産の部

株主資本

資本金 523 523

資本剰余金 498 498

利益剰余金 3,673 3,508

自己株式 △1 △1

株主資本合計 4,693 4,528

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15 14

その他の包括利益累計額合計 15 14

純資産合計 4,709 4,542

負債純資産合計 8,347 6,429
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
 【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 2,416 2,146

売上原価 1,791 1,604

売上総利益 625 542

販売費及び一般管理費 680 714

営業損失（△） △55 △172

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 0 0

その他 1 2

営業外収益合計 2 3

営業外費用

支払利息 1 0

その他 8 4

営業外費用合計 9 4

経常損失（△） △62 △173

特別利益

貸倒引当金戻入額 0 －

負ののれん発生益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失

投資有価証券評価損 8 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

特別損失合計 13 －

税金等調整前四半期純損失（△） △72 △173

法人税、住民税及び事業税 17 7

法人税等調整額 △43 △68

法人税等合計 △26 △60

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △46 △112

四半期純損失（△） △46 △112
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 【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △46 △112

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 △1

その他の包括利益合計 △3 △1

四半期包括利益 △49 △114

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △49 △114

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日  至 平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累

計期間(自 平成23年４月１日  至 平成23年６月30日) 

当社グループの情報通信システム事業における官公庁向けの売上高は、通常の営業の形態として、第

４四半期に完成する工事の割合が大きいため、業績に季節的変動があります。 

  

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりで

あります。 
  

 
  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

配当金支払額 

 
  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

配当金支払額 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

原価差異の繰延処理 季節的に変動する操業度により発生した原価差異のうち、原価計算期

間末までにほぼ解消が見込まれるものについては、当該原価差異を流

動資産（その他）として繰り延べております。

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 50百万円 42百万円

(株主資本等関係)

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月24日 
定時株主総会

普通株式 104 30 平成22年３月31日 平成22年６月25日 利益剰余金

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月28日 
定時株主総会

普通株式 52 15 平成23年３月31日 平成23年６月29日 利益剰余金
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Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １.セグメント利益又は損失（△）の調整額75千円は、セグメント間取引消去であります。 

２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 合計
情報通信 
端末事業

情報通信
システム 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,505 910 2,416 ― 2,416

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 0 0 △0 ―

計 1,505 910 2,416 △0 2,416

セグメント利益 
又は損失（△）

65 △120 △55 ― △55

(単位：百万円)

報告セグメント

調整額 合計
情報通信 
端末事業

情報通信
システム 
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,280 865 2,146 ― 2,146

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,280 865 2,146 ― 2,146

セグメント利益 
又は損失（△）

12 △184 △172 ― △172
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１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
(注)  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 13円23銭 32円18銭

(算定上の基礎)

四半期純損失金額(百万円) 46 112

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(百万円) 46 112

普通株式の期中平均株式数(株) 3,499,240 3,498,369

(重要な後発事象)

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成23年８月１日
 

西菱電機株式会社 

取締役会  御中 

 
  
 

  
 

  

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西
菱電機株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間
(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、
四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。 
  
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。 
  
監査人の責任 
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。 
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論 
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西菱電機株式会社及び連結子会社の平成23
年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 
  
利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
  

以  上 
  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    川    合    弘    泰    ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士    伊    東    昌    一    ㊞

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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